
６
月
下
旬
に
平
成
12
年
度
の
納
税
通

知
書
を
お
送
り
し
ま
す
。
介
護
保
険
制

度
の
ス
タ
ー
ト
に
と
も
な
い
、
今
年
度

か
ら
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る

40
〜
64
歳
の
か
た
は
、
医
療
分
に
介
護

分
を
加
え
て
納
め
て
い
た
だ
く
こ
と
に

な
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
納
税
通
知
書

の
内
容
も
若
干
変
わ
り
ま
す
。
税
額
の

計
算
方
法
や
明
細
書
な
ど
を
説
明
し
た

も
の
を
同
封
し
ま
す
の
で
、
参
考
に
し

て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
12
年
度
の
国
保

税
は
左
表
の
と
お
り
で
す
。

●
40
〜
64
歳
の
か
た

国
民
健
康
保
険
税
は
、
医
療
分
と
介

護
分
を
合
わ
せ
た
も
の
に
な
り
ま
す
。

介
護
分
は
、
医
療
分
と
同
じ
よ
う
に

「
所
得
割
額
」
と
「
均
等
割
額
」「
平
等
割

額
」
の
３
つ
を
合
わ
せ
た
金
額
で
す
。

●
40
歳
未
満
の
か
た

従
来
ど
お
り
医
療
分
の
国
民
健
康
保

険
税
を
納
め
ま
す
。

●
65
歳
以
上
の
か
た

医
療
分
と
介
護
分
を
別
々
に
納
め
る

の
で
、
国
保
税
は
医
療
分
だ
け
で
す
。

介
護
保
険
料
は
、
年
金
額
が
年
額
18

万
円
以
上
の
か
た
は
、
年
金
か
ら
天
引

き
、
年
額
18
万
円
未
満
の
か
た
は
、
介

護
保
険
課
か
ら
郵
送
さ
れ
る
納
付
書
で

銀
行
な
ど
の
窓
口
で
納
め
ま
す
。
65
歳

以
上
の
か
た
の
介
護
保
険
料
は
９
月
ま

で
は
免
除
さ
れ
、
そ
の
後
１
年
間
は
半

額
に
な
り
ま
す
。

国
保
税
は
前
年
の
所
得
で
課
税
額
が

決
ま
り
ま
す
。
災
害
や
病
気
、
失
業
な

ど
に
よ
っ
て
生
活
が
著
し
く
困
難
に
な

っ
た
か
た
に
は
、
国
保
税
の
納
税
猶
予

や
分
割
納
付
、
減
免
な
ど
の
制
度
が
あ

り
ま
す
。
減
免
の
申
請
は
、
納
期
限
の

７
日
前
ま
で
で
す
の
で
お
早
め
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

国
保
税
に
は
、
加
入
者
の
収
入
に
応

じ
て
税
額
を
軽
減
す
る
制
度
が
あ
り
ま

す
。
２
割
軽
減
を
受
け
る
た
め
に
は
申

請
が
必
要
で
、
こ
れ
に
該
当
す
る
と
思

わ
れ
る
世
帯
に
は
、
５
月
下
旬
に
申
請

書
を
お
送
り
し
ま
し
た
。
申
請
書
の
提

出
期
限
は
６
月
30
日
(金)
で
す
。
提
出
期

限
を
過
ぎ
て
か
ら
提
出
し
た
場
合
は
、

軽
減
の
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
の
で
、
申

請
書
は
早
め
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

40
〜
64
歳
の
か
た
は

介
護
保
険
分
も

所得割額※
均等割額(一人につき)
平等割額(一世帯につき)
課税限度額

8.8％
21,430円
32,810円
530,000円

1.1％
4,180円
4,540円
70,000円

■平成12年度の国保税

医療分 介護分

問い合わせ

●納付の相談については、
国民健康保険課収納担当1(866)2189
●課税の内容や資格については、
国民健康保険課資格賦課担当1(866)2099

納
付
の
相
談
は

お
気
軽
に
ど
う
ぞ

国
保
税
の
２
割
軽
減

の
申
請
は
お
早
め
に

※所得割額は、前年所得による課税標準額に8.8％(医
療分)と1.1％(介護分)をかけて計算します。「課税
標準額」とは、加入者の総収入から各種控除の金額
を差し引いた額のことです。

新しい納税通知書はこちら。
介護分の税額も記入しています

●６月に40歳になるかた(昭和35年６月２日～
７月１日生まれ)がいる世帯には、７月10日
頃納税通知書をお送りします。
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介護保険の訪問調査で


